
基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（財）安全衛生技術試験協会理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま・しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
る・こととし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿■による一健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中ゐ通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立した－ところです。   

この法律に⇒凱・、ては、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2●7日とするこ  

とが本日の碗議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もない土と等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法め救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただき 

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかがり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（財）建設業振興基金理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま一しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を琴在開会中の通常国会に提出し、．去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法ゐ敦済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  
その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（財）産業医学振興財団理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会間琴となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被奮の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この汝律においては、労働者等であって石綿にさ 

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災軍補償保険法正基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用●し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職たおかれましても、・本絵の救済制度について御理解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、琴働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）セメント協会会長一殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長   

石綿健康被害救済制度等の周知について・（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大き、な社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね」「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

こ¢法律において軋労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等を羊かかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

絵律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、泰給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

衰職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともを羊、  

後日送付させていただきますパンフ 

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については†今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）プレハブ建築協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて′、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開余中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿に▼さらされる業務に従事すること  

により中皮膿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（嘩別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと導から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理触をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について」特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療喪中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307POl号  

平成18年3月7日  

（社）ポイラ・クレーン安全協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部．長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配原を賜り厚ぐ  

御礼申し上げます。 

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受けこ石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を時間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」．を現在開会中の通常国会に提出し＼去る2月3日に  
成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
によりヰ皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が鱒滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  
なりました。  

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパ㌢フレット等を滑用しての「特如遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり・、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）’建設産業専門団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行疎の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼 

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心とな？て検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日 

成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により，労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。 

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる嚢務に従事することにより、中皮脛、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）建設荷役車両安全技術協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心と 

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。  

こめ法律においては、∴労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効一  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（嘩別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。  

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等につ 

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）建築業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する 

成立したところです。   

この法律において肇ま、労働者等であらて帯締にさらされる業務に従事するこ占  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対しで「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で欽定され、支給請求の受付は、．今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこ・と等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御琴解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付傘」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）産業安全技術協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、●昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその準族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討 

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮脛・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であ・つて、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が滴滅し  

た方に対し七「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。  

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い軒し上げます。   

なお、労働者等であ？て石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象とな■ることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）  

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となってV）るこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

る土ととし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日を土  

成立したところです。  

この法律においては、労働者等であ■って石綿にさらされる業務に従事すること 

忙より中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険牡に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方を土対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の．受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、∴現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を特用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上をナます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮脛、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国建設産業団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿に皐る健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中め通常国会■に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、・時効  

により労働者災害補痩保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対し七「特別遺族給付金」（特別遺族年金‘・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

駄律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っている・ところ  

です（，   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくと．ともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用・しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮鹿、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の怯律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国建築コンクリートブロック工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

′ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する絵律案」を現在開会中の通常国会に提出■し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においセは、労働者等セあって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

たより労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族⊥時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2ナ日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から終始することと  

なりました。   

法律成立から支姶請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれまし七も、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフ㌣ツト等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であ・つて石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等にづいては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国中小建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解・と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっていろこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその準族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね∴「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この法律においては．、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
を羊より労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族∵時金）を支給する  

こ 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

汝律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の駄律により「救  
済給付」の対象となることとなったことにちいても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国中小建築工事業団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償一部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府で軋昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この牲律においては、労働者等であって石綿にさ・らされる業務に従事する 

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、庵効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で欽定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましてもこ本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償痍険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第P307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国労働衛生団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依顔）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。  

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に鱒事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であっ 

によ・り労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を美醜するため今月2 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金め内容等に関し七広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本絵の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療琴中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全日本トラック協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を鱒り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府で軋∴昨年来石綿による博康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿はよる健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿によ●る健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る 

成立したところです。   

この法療においては、労働者等であっで石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険陰に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿に一さらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともを羊、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお廠い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本クレーン協会会長 腰  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政鱒推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府セは、昨年来石綿に・よる健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による一健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし 

被害の救済に関する法律案」■を魂在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日 

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺力学ん等にかかり、、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一癖金）を支給する  

こととしています。■その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本払の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について1特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であっ 

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本中小型造船工業全会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依棟）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて．、政府では、昨年来石卿こよる健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく，救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心とな？て検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中原腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

に妄り労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

＼こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から蘭始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレッ・ト等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮脛、  

肺がん等にかかり、現在療養中野方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったこと 

． 



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本ボイラ協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による 

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環坑省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、 
成立したところです。   

この牲律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にカラかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、一迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の関東で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」・の対象となることとならたことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げますd   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による鹿康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心とならて検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」●を現在開会中の通常国会に提出しい去る！2月3日に  

成立しだところです。  

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により申皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時勢  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

ごととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27・日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内藤等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後針送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、－特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっている’とともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となるごととなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本化学物質安全・情報センター会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災檎償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年帝石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する牲律案」を現在開会中の通常国会に提出し∴去る2片3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であっで石綿にさらされる業務に従事するこセ  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。’その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度に？いて御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配席を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても．、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本機械工業連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補∵償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま■しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」・を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさら．される業務に従事すること  

により中皮腫・触がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険故に基づく遺族補償給付わ支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣読で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から∴現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて細承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建設機械化協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま■しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   
さて、政府セは、昨年来石綿による鹿康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚隼労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日‘に  
成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮臆・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、■時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける嘩利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を括・用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本絵の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建設機械工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を魂在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

た′より労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を精用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれま 

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、篠来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の牡律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建設業団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働運準局  

労災格償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心と一なって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であっセ石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮脛・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者弊害補償保険陰に基づく遺族補償給付の支線を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行を草、迅速な救済を実現するため今月2．7日とするこ  

とカ写本日の閣議で決定され、支給請求の受付軋今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知にちいて、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本作業環境測定協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による鹿康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその選族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、 

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害碍償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています∑その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定 

．なりました。   

怯律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御幣慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」・の対象となること 

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本産業機械工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申、し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる集務に従事すること  

一により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」●（特別遺族年金・特別遷族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンアレット等を括用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮膿、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっている．とともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、●併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本自動車整備振興会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素ょり労災補償行政の推進につきま・しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、‘政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となってい畠こ  

とを受け、石綿に 

ることとし、厚生労働省、環境省が中心と一なって検討を重ね 

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したと土ろです。   

この法律において膵、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。そ甲施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、■本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度につヤ、て御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本石綿協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）  

，平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿を；よる健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在顔会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところですこ  

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等たかかり、一これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対してイ特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本計の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周卸及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともを羊、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る・周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象に撃っているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本倉庫協会会長 殿’  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

硬害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に療事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遣襲年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月2（）日から開始することと  
なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もない 

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴聯におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともキこ、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさ 

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお原糾＼申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月’7日  

（社）日本造船工業会会長・殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長   

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上むヂますb   

さて、政府では、昨年来石綿による鹿康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、′環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する陰律案」を貌在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮脛・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・簡別遺族一時金）を支給する  

ことと・しています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日．から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金甲内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知に？いて、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます占   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等につ∨、ては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）月本鉄鋼連盟会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による鹿康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、一「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すろこと  

により 

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本月の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給諸事の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です   

貴職におかれま．しても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

嘩る周知につ■いて、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっていると上もに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本鉄道建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推準につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による∵健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、療境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は」迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

絵律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広野を行っているところ  

です。 

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3・片7日  

（社）日本電機工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間な 

ることとし、厚生労働省二環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中？通常国会に提出し」去る2月‘3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事するこ七  

により中皮膜・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な敏済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から女給請求の受付開始まで間もないこと等から、現鼠様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット奮を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、琴在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の牡律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労琴第0307001号  

平成1 

（社）日本電力建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中め通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって∴時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、．迅速な一救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

攣日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働着災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第03b7001号  

平成18年3月7日  

（社）日本土木工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災棉償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さセ、 

とを受け、石綿による健康被害を受け 

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被寧の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立レだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事す卑こと  

により中皮腫・肺がん等を羊かかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を▲実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度にっいて御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特融遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法療により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、．併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本道路建設業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）  

l   

ヽ   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿に▼よる健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を．受けた方及びその遺族の方々を隙廟なく救準す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この蜂律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

たより中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律壊立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等笹ついては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本保安用品協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心とな？て検討を重ね、「石綿によ為健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2．臥3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿に象らされる業務に従事すること  

により中皮腫。肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

に妄り労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受けろ権利が消癒し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支玲請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

怯律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知にういて、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜り一ますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本民営鉄道協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により申皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡しを方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺顔給付傘」（特別遺族年金・特別遺族「時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請串の受付は、今月写0日から開始すること・と  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関しで広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮月乳  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については∴従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本労働安全衛生’コンサルタント会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による博康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

る・こととし、厚生労働省、贋境省が中心キなって検討を重ね、「石綿による健巌  

被害の救済に関する牡律案」．を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。 

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償俸険陰に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」．（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒俸  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方についでは、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいた牢き、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成ユ8年3月7日  

大阪石綿紡織工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

によ．り中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こと 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

．なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

な串、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

関西化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫∴肺がん等にかかり、 

により労働者災害補償保険陰に基づく遺族禰償給付の支ぬを受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こどとしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2、7日とする土  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給藷求の受付開始まで間もないこと等から、現在こ様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  
です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくととも 

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての－「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

建設業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災碍償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。 

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙 

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、．「石綿による健康  

被害の救済に関する陰律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3鋸羊  

成立したところです。   

この埠律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務を羊従事すること  

により中皮鱒・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月・2ア日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

披律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広く亘の周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮膿、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

鉱業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中め通常国会に提出し、考る2月3日た  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方ゐ遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険紘を土基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「嘩別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日わ閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労・災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、∴これにより死亡した方の遺族であって、時効  

によ・り労働者災害補償保険法に革づく遺族補償給付の茸給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。  

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御幣慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮混、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等にづいては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。 



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）住宅生産団体連合会会長・殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長   

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を痩けた方及びその遺族の方々を隙間なく救帝す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」一を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事する言と  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が滴滅レ  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行軋迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在J様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等iこ関して広くその周知及び広報を行っているところ  
で。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全国建設機械器具リース業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行革の推進につきまし七は格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、∴厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したと■ころです。   

この法律において鱒、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遣襲年金・特別遺族一時金）を支給す‘る  

こととしています。そ、の施行寧ま、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、．支給請求の受付は、今月2b日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を綺用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等にづいては、従来 

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいた恵き、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）全日本建築士会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を贈り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題とならているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びそ 

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律において軋労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること・て  

をこより中皮腫・肺がん等軽かかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族∴時金） 

こととしています。その施行は、迅速な救痍を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなっキことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本DIY協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政甲推進にづきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心と－なって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月白日に  

成立したところです。   
この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付傘」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきまサパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の綾律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。 



基労発第0307001号  

平成18年3月7月  

（社）日本エレベータ協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、・昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の翠済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる琴務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別痩族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣革で決定され二支給請求の受付は、今月20・日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象と’なるこ一ととなったことについても．、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001．号  

平成18．年3月7日  

（社）日本化学会会長 殿  

厚生労働省労働基準局 

労．災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となってV・、るこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族？方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日■に  

成立したとこ・ろです。   
こ甲法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、・時効  
により労働者災害補償保険陰に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

ごととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本駄の救済制度について御魂解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンナレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務・に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般ゐ法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建材産業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきまtては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、■昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を療間なく救済す  

ることとし、厚隼労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律舞」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により申皮腫て肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して．「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

ことと・しています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月2▼0日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を借用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましでも、本牡の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり．、現在療養中の方等については＼従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建築家協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く 

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環襲省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の鱒済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。  

この綾律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補痩保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。そめ施行を草、迅速な救痍を実現するため今月27日とするこ  

＼ とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  
なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を括用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれまして 

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害廟償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となる●こととなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建築学会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっている；  

とを受け、石綿による健康被寧を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る・2月3日に  

成立したところです。   
この法律においては、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事するこ 

により中皮贋・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20．日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後・日蓮付させていただきますパンフレッ●ト等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建築材料協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、・厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する払律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月2 

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を滑用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の綾律により「救  

済給付」の対蓼となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建築士全速合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依棟）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、・政府では、昨年来石綿によ‘る健康被害が大き．な社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、■環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   
この法律．においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により申皮脛・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々・な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の汝律により「救  

済給付」の対象となることとなった羊とについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本建築士事務所協会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別め御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、●政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿をこよる健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   
この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮贋・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して■「樽別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2－7日とするこ  
とが本日り閣議で決定され、J支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まセ間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を痕用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。  

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレッ．ト等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮底  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3●月7日  

（社）日本航空宇宙工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石緬による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、・石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の鱒済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したと上ろです。   
この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

に・より中皮濫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償曝険陰に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た女に対しで「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2．7日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、一様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活隠しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本産業車両協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による’健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

るとととし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては」労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）、を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる・業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなっキことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第′0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本自動車部品工業会会長 殿  

d  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

夕  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ること．とし、厚生労働省、一環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  
成立したところです。  

「この法律において軋労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮膚・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

ことミとしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なり 

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、－従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の汝律によ 

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本舟艇工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。  

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による鹿康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、琴境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においセは、労働者等であって石綿にさらされる業務た従事すること  

により中皮膿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺疲補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月2′7日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただく一とともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等にづいては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについて・も、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001骨  

平成18年3月7日  

（社）日本接着剤工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知にづいて（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り早く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ること・とし、厚生労働省、環境省が中心と・なって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   
こ中位律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫。肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対し 

こノととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日一とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本塗料工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推準につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害め救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

こ 

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金一時別遺族一時金）を支給する  

ごととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   ．   

貴職に．おかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成1白年3月7日  

（社）日本舶用工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救帝す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   
この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

に 

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしてし’1、ます。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

蜂律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本ビルヂング協会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局‘  

労災補償瓢長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による鹿康被害が大きな社会問題となってい考こ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

る 

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮鹿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

絵律成立から支給請求の受付開始まで間もないキと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本牡の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）不動産協会理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま■しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

と凌受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることと●し、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮月重・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を翠ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしてい草す。1その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を括用し、本給付金の内容等に関して虎くその周知及び広報を行っていると上ろ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7．日  

（社）日本経済団体連合会常務理事 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を■受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関す右法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  
成立したところです。   

この法律においては、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に拳づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」■（特別遺族年金。特別遺族一時金）を支給する  

ことと．しています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行ってV、るところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、－労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従東から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

（社）日本自動車工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿笹よる健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心と。なって検討を重ね∴「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立しだところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮膿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）．を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

陰律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、練々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方毎について 

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

住宅リフォーム推進協議会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

▲労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会隠題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること ＿  

によりヰ皮膿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に細して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となるこ 

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

セメントファイバーボード工業組合理事長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）  

平素より労災補償行政の推進につき，ましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族め方．々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であっ七、時効  
により労働者災害補償保像法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こと 

とが本日の閣議で欽定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法繹により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

せんい強化セメント板協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましでは格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ること・とし、鹿生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「右綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中鱒通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決意され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

払律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関●して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますよう・お願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮脛、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等を羊ついては、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国石綿スレート協同組合連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、奉る2月3日に  

成立したところです。  

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく準族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こ 

とが本日の閤萬で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

牡律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行ちセいるところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後・目送付させていただきますパンフレット等を括用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさら．される業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなづたことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

日本窯業外装材協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につき督しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。  

さて、政府では、昨年来石綿による嘩康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を輝間なく救済す  
るこ＼ととし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、‘「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  
成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  
なりました。   

法律成立から支給請求の喪付開始まで間・もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。 

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在嘩養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっ】ているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康坂寄を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害甲救済に関する法律案」を現在開会中め通常国会に琴出し、L去る2月3日に  
成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従軍すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から碗始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本紘の救済制度について御理解をいただくとともに、  
後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての’「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

林業・木材製造業労働災害防止協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依嫁）   

平素より労災補償行政甲推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  
成立したところです。   

この法律においては、・労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遣疲であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族∵鱒金）控支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月2 

なりました。   

絵律成立から支給請求の受付繭始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただき草すパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」わ対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成1’8年3月7．日  

押出成形セメント板（ECP）協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となづて検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律秦」を現在開会ヰの通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮膜・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求め受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者奪であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、．従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の汝律により「救  

済給付」？対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

化成品工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り●厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、・去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、．迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
とが本日の閣議で決定され、潔給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の痩付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第03070Pl号  

平成18年3月7日  

石油化学工業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

＼石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま・しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3自に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であっで石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して 

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を括用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であらて石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の浜律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7．日  

石油連盟会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素よ・り労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、′「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月寧日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより鱒亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金徽特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

絵律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフ．レット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により 

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮贈りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国建設業協同組合連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依痛）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺痍の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

坂寄の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等でめって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の蘭議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきます／アンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務を 

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国建設産業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より・労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重申、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去るノ2月3日に  

成立したところです。  

一この法療においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し 

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

浜律成立から支給請求わ受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましてもー、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象にならているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国社会保険労務士会連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遽族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。．   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる欝務に従事すること  

に掌り申皮腫・肺がん等にかかり」これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金ご特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣轟で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくと 

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上iヂます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

中央労働災害防止協会会長 殿  

・厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依棟）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被奮が大きな社会問題となっているこ  

と’を受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   
この潜律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27月とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付はこ今月20甲から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり，、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

電気事実連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労●災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて」政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっ●ているこ  

とを受け、石碑による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律衰」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮隆。肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であちてこ時効  

により労働者災寧補償嘩険陰に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こ七としています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第．0307001号  

、平成18年3月7日  

日本鉱業協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来戸綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族⊥時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月2－0日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を清用し、本給付金の内容等に関して広くそゐ周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本陰の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001．号  

平成18年3月7日  

日本鉄道車輌工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依願）   

平素より労災補償行政の推進につきま－しては格別の御理解と－御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿に’よる健康被害が大きな社会問題とならているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、◆厚生労働省、環痍省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する抵律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したとごろです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事す昂こと  

たよ、り中皮鷹・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族∴時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くそ甲周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり，、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となろこととなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

日本無機薬品協会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきま一しては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する浜律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この払律において 

により中皮膿。肺がん等にかかゎ、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険陰に基づく遺族補償締付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金一特別遺族∵時金）を支給する  

こととしています。そ 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害廟償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについて、も、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

普通鋼電炉工業会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受けJ石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においてはト労働者等であって石綿にさらされる業務に従事する土と  

をこより申皮腰い肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により■労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金∴特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行ほ、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても■、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

日本商工会議所産業政策部長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依額）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政嘩では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する牲律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去為2月3日に  

成立したところです。   

この抵律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮膿・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償嘩険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から顔始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行づているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきまサパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国中小企業団体中央会常務理事 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。  

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による．健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常 

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮嘩・肺がん等にかかり、上れにより死亡した方の遺族であって、時効  

により労働者災害補償保険陰に基づく、遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

綾律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより．、中皮臆、  

牌がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害葡償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方につい 

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

日本労働組合総連合会総合労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素よ。り労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府ではJ昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  
とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙簡なく救済す  
ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  
被害の救済に関する法律案トを現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  
により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  
により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族†時金）を支給する  

こととしています。その施行は、迅速な救済を実現するため今月27日とするこ  
と‘が本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

綾律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  
を活用し、本給付金の内容等キこ関して広くその周知及び広報を行っているところ  

です。   

貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともに、  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   
なお、労働者等であって石綿にさらされる要務に従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  
の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  
済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。   



基労発第0307001号  

平成18年3月7日  

全国建設労働組合総連合書記長 殿  

厚生労働省労働基準局  

労災補償部長  

石綿健康被害救済制度等の周知について（依頼）   

平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

さて、政府では、昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっているこ  

とを受け、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間な■く救済す  

ることとし、厚生労働省、環境省が中心となって検討を重ね、「石綿による健康  

被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し、去る2月3日に  

成立したところです。   

この法律においては、労働者等であって石綿にさらされる業務に従事すること  

により中皮腫・肺がん等にかかり、これにより死亡した方の遺族であって、時効  

をごより労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅し  

た方に対して「特別遺族給付金」（特別遺族年金・特別遺族一時金）を支給する  

こ 

とが本日の閣議で決定され、支給請求の受付は、今月20日から開始することと  

なりました。   

法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から、現在、様々な媒体  

を活用し、本給付金の内容等に関して広く・その周知及び広報を行っているところ  

です。   
貴職におかれましても、本法の救済制度について御理解をいただくとともにト  

後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に  

係る周知について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。   

なお、労働者等であって石綿にさらされる業務た従事することにより、中皮腫、  

肺がん等にかかり、現在療養中の方等については、従来から労働者災害補償保険  

の対象になっているとともに、労働者以外の方については、今般の法律により「救  

済給付」の対象となることとなったことについても、併せて御承知おきいただき、  

その周知に御配慮賜り 




